
後期高齢者医療制度のお知らせ／ジェネリック医薬品の利用など 後期高齢者医療制度のお知らせ

　
今
ま
で
お
使
い
い
た
だ
い
て
い
た
後
期
高
齢
者
医
療
の

「
保
険
証
」
が
新
し
く
な
り
、
７
月
下
旬
に
加
入
者
の
皆

さ
ん
全
員
に
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
以
降
は
、

新
し
い
保
険
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
保
険
証
は
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
、
自
己

負
担
割
合
が
１
割
の
方
と
３
割
の
方
が
お
り
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
交
付
に
あ
た
っ
て
は
申
請
の
手
続
き
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
が
、
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
つ
い
て
は

納
税
相
談
の
上
、
窓
口
交
付
と
な
り
ま
す
。

保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

保
険
証
の
詐
取
に
注
意

さ
し
ゅ

《今までお使いの保険証》

（有効期限）　
平成26年７月31日まで
※８月１日以降は使用できません

（有効期限１年間）　
平成26年８月１日から
平成27年７月31日まで
※７月下旬にご自宅へ送付されます

《新しい保険証》

　
平
成
25
年
中
の
所
得
で
、
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

と
な
る
世
帯
の
方
は
、
入
院
時
の
食
事
代
と
１
か
月
の
医

療
費
自
己
負
担
限
度
額
が
減
額
に
な
る
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
現
在
、
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
、
引
き
続
き
世
帯
員

全
員
が
住
民
税
非
課
税
と
な
る
世
帯
の
方
に
つ
い
て
は
、

８
月
１
日
か
ら
有
効
と
な
る
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
を
保
険
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま
す
。
送

付
さ
れ
た
方
は
、
新
し
い
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
平
成
25
年
中
の
所
得
で
、
世
帯
員
全
員
が
住
民

税
非
課
税
の
世
帯
で
あ
っ
て
も
、
以
前
に
交
付
を
受
け
て

い
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
交
付
を
受

け
た
い
方
は
、
市
役
所
市
民
課
、
又
は
各
総
合
窓
口
セ
ン

タ
ー
で
、
申
請
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を

お
持
ち
の
方
へ

　
広
域
連
合
や
市
町
村
職
員
に
な
り
す
ま
し
、
保
険
証
を

だ
ま
し
取
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
手
口
は

「
保
険
証
の
更
新
時
期
な
の
で
、
古
い
保
険
証
を
回
収
に

来
ま
し
た
。
新
し
い
保
険
証
は
後
日
郵
送
し
ま
す
」
と
説

明
し
、
だ
ま
し
取
る
と
い
う
も
の
で
す
。
だ
ま
し
取
ら
れ

た
保
険
証
は
、
身
分
証
明
書
と
し
て
悪
用
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
十
分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
職
員
が
直
接
訪
問
し
、
古
い
保
険
証
を
回
収
す
る
よ
う

な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
も
し
、
不
審
な
訪
問
を
受
け
た
場
合
は
、
絶
対
に
そ
の

場
で
保
険
証
は
渡
さ
ず
、
お
問
い
合
わ
せ
先
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。◎

お
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課
国
保
年
金
係　

 　

 

☎
62‐

１
１
１
８

　
合
川
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー  

☎
78‐

２
１
１
２

　
森
吉
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー  

☎
72‐

３
１
１
５

　
阿
仁
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー  

☎
82‐

２
１
１
２

　ジェネリック医薬品に切り替えることにより、自己負担額を５００円以上削減できると見込まれる方
に「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」をお送りします。（７月、２月に送付予定）
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、最初に作られた薬（新薬：先発医薬品）の特許が切れてか
ら同等の有効成分を使って作られた安価な薬です。
　ジェネリック医薬品への切り替えにあたっては、主治医や薬剤師に十分にご相談ください。

　保険証を使って柔道整復（整骨院等）、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けられた方に「医
療費通知書」をお送りします。（６月、９月、12月、３月の４回送付予定）
　施術の日数や医療費などが記載されたもので、その内容についてお尋ねする場合がありますので、領
収書は大切に保管してください。

柔道整復、はり・きゅう、マッサージの医療費通知について

　
平
成
25
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
確
定
し
た
保
険
料
を
お

知
ら
せ
す
る
通
知
書
が
、
平
成
26
年
７
月
中
旬
、
皆
さ
ん

に
送
付
さ
れ
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
内
訳

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
75
歳
以
上
の
後
期

高
齢
者
と
65
歳
か
ら
74
歳
の
前
期
高
齢
者
で
障
が

い
の
あ
る
方
を
対
象
と
し
た
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　
今
回
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
と

８
月
か
ら
使
用
す
る
保
険
証
の
送
付
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

均
等
割
額
・
所
得
割
額
の
軽
減

　
所
得
が
一
定
以
下
の
世
帯
の
方
に
適
用
さ
れ
る
保
険
料

の
軽
減
措
置
に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年
度
と
比
べ
５
割
と

２
割
の
軽
減
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。

○均等割額の軽減割合

保
険
料
の
納
め
方

　
保
険
料
の
納
付
は
、
原
則
と
し
て
、
年
金

か
ら
の
天
引
き(

特
別
徴
収)

で
す
が
、
条
件

に
よ
り
納
付
書
や
口
座
振
替(

普
通
徴
収)

で
、

納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
特
別
徴
収(

年
金
か
ら
の
天
引
き)

▼
対
象
と
な
る
方

　
年
金
の
受
給
額
が
18
万
円
以
上
の
方(

後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介
護
保
険
料
と
の

合
計
が
、年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を
超
え

る
場
合
を
除
く)

▼
納
め
方

　
年
６
回
の
年
金
受
給
時
に
年
金
受
給
額
か

ら
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

■
普
通
徴
収(

納
付
書・口
座
振
替)

▼
対
象
と
な
る
方

①
年
金
の
受
給
額
が
18
万
円
以
下
の
方

②
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て

い
な
い
方　

③
年
金
の
受
給
額
が
18
万
円
以
上
の
方
で
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介
護
保
険
料
と

の
合
計
額
が
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を
超

え
る
方

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
は
、
原
則
と

し
て
年
金
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
お
問
い
合
わ
せ
先
の
窓

口
に
申
請
す
る
こ
と
で
、
口
座
振
替
に
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
先
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

均等割額と所得割率
均等割額
所得割率

保険料の内訳

39,710円
8.07％

保険料 ＝ 均等割額 ＋ 所得割額
(所得×所得割率）

▼均等割額とは
　県内の加入者全員に等しく納めて
　いただく金額
▼所得割額とは
　加入者本人の所得に応じて納めて
　いただく金額

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

加
入
者
の
皆
様
へ
お
知
ら
せ
で
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

加
入
者
の
皆
様
へ
お
知
ら
せ
で
す

世帯主及び被保険者の総所得金額が
下記基準を超えない世帯 軽減割合 均等割額

基礎控除額（330,000円）

被保険者全員の年金収入が80万円
以下で、その他各所得がない

基礎控除額（330,000円）＋450,000円
×被保険者の数 ２割

基礎控除額（330,000円）＋245,000円
×被保険者の数 ５割

8.5割

９割

後期高齢者医療に加入する前日に、職場
の健康保険等の被扶養者であった方 ９割

5,956円

3,971円

3,971円

19,855円

31,768円

被保険者本人の総所得金額等 軽減割合
58万円以下 ５割（年金収入のみの場合は、153万円～211万円以下）

○所得割額の軽減割合

※賦課限度額は57万円で、それ以上は
賦課されません

ジェネリック医薬品（後発医薬品）に関する差額通知について
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